
議

案

第

五

十

六

号 

 
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 
正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

七

年

九

月

十

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 

正

す

る

条

例 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区

条 

例

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

目

次

中

「

特

定

個

人

情

報

の

利

用

（

第

十

二

条

―

第

十

五

条

）

」

を

「

個

人

番

号

の

利

用

範

囲

並

び

に

特

定 

個

人

情

報

の

利

用

及

び

提

供

（

第

十

一

条

の

二

―

第

十

五

条

の

二

）

」

に

改

め

る

。 

 

「

第

四

章 

特

定

個

人

情

報

の

利

用

」

を

「

第

四

章 
個

人

番

号

の

利

用

範

囲

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

利 

用

及

び

提

供

」

に

改

め

る

。 

 

第

四

章

中

第

十

二

条

の

前

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 



（

個

人

番

号

の

利

用

範

囲

） 
第

十

一

条

の

二 

法

第

九

条

第

二

項

の

条

例

で

定

め

る

事

務

は

、

別

表

第

一

の

上

欄

に

掲

げ

る

実

施

機

関

が

行 

 

う

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

事

務

、

別

表

第

二

の

上

欄

に

掲

げ

る

実

施

機

関

が

行

う

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

事 

 

務

及

び

区

長

又

は

教

育

委

員

会

が

行

う

法

別

表

第

二

の

第

二

欄

に

掲

げ

る

事

務

と

す

る

。 

２ 

別

表

第

二

の

上

欄

に

掲

げ

る

実

施

機

関

は

、

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

事

務

を

処

理

す

る

た

め

に

必

要

な

限 

 

度

で

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

特

定

個

人

情

報

で

あ

っ

て

当

該

実

施

機

関

が

保

有

す

る

も

の

を

利

用

す

る

こ 

 

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

法

の

規

定

に

よ

り

、

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

（

法

第

二

条

第

十

四

項 

 

に

規

定

す

る

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

使

用

し

て

他

の

個 

 

人

番

号

利

用

事

務

実

施

者

（

同

条

第

十

二

項

に

規

定

す

る

個

人

番

号

利

用

事

務

実

施

者

を

い

う

。

次

項

に

お 

い

て

同

じ

。

）

か

ら

当

該

特

定

個

人

情

報

の

提

供

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

３ 

区

長

又

は

教

育

委

員

会

は

、

法

別

表

第

二

の

第

二

欄

に

掲

げ

る

事

務

を

処

理

す

る

た

め

に

必

要

な

限

度

で

、 

 

同

表

の

第

四

欄

に

掲

げ

る

特

定

個

人

情

報

で

あ

っ

て

当

該

実

施

機

関

が

保

有

す

る

も

の

を

利

用

す

る

こ

と

が 

 

で

き

る

。

た

だ

し

、

法

の

規

定

に

よ

り

、

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

を

使

用

し

て

他

の

個

人

番

号 

 

利

用

事

務

実

施

者

か

ら

当

該

特

定

個

人

情

報

の

提

供

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

４ 

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

特

定

個

人

情

報

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

に

お

い

て

、

他

の

条

例

、

規

則 

 

そ

の

他

の

規

程

の

規

定

に

よ

り

当

該

特

定

個

人

情

報

と

同

一

の

内

容

の

情

報

を

含

む

書

面

の

提

出

が

義

務

付 

 

け

ら

れ

て

い

る

と

き

は

、

当

該

書

面

の

提

出

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

す

。 



 

第

四

章

中

第

十

五

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 
（

特

定

個

人

情

報

の

提

供

） 

第

十

五

条

の

二 

法

第

十

九

条

第

九

号

の

規

定

に

よ

り

条

例

で

定

め

る

特

定

個

人

情

報

を

提

供

す

る

こ

と

が

で 

 

き

る

場

合

は

、

別

表

第

三

の

第

一

欄

に

掲

げ

る

情

報

照

会

機

関

が

同

表

の

第

二

欄

に

掲

げ

る

事

務

を

処

理

す 

 

る

た

め

、

同

表

の

第

三

欄

に

掲

げ

る

情

報

提

供

機

関

に

対

し

、

同

表

の

第

四

欄

に

掲

げ

る

特

定

個

人

情

報

の 

 

提

供

を

求

め

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

情

報

提

供

機

関

が

当

該

特

定

個

人

情

報

を

提

供

す

る

と

き

と

す

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

特

定

個

人

情

報

の

提

供

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

他

の

条

例

、

規

則

そ

の

他

の

規 

 

程

の

規

定

に

よ

り

当

該

特

定

個

人

情

報

と

同

一

の

内

容

の

情

報

を

含

む

書

面

の

提

出

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い 

 

る

と

き

は

、

当

該

書

面

の

提

出

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

す

。 

 

付

則

の

次

に

別

表

と

し

て

次

の

三

表

を

加

え

る

。 

別

表

第

一

（

第

十

一

条

の

二

関

係

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 
 

 三

 

区

長

 

二

 

区

長

 

一

 

区

長

 

実

施

機

関

 

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

（

平

成

十

七

年

法

 

港

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

（

昭

和

四

十

八

年

港

区

条

例

第

十

五

号

）

に

よ

る

心

身

障

 

害

者

福

祉

手

当

の

支

給

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

に

よ

る

保

険

給

付

に

係

る

サ

ー

ビ

ス

の

利

 

用

者

負

担

額

を

助

成

し

、

又

は

軽

減

す

る

事

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

 

も

の

 
事

 
 

 
 

務

 

 



                 

十

三

 

区

長

 

十

二

 

区

長

 

十

一

 

区

長

 

十

 

区

長

 

九

 

区

長

 

八

 

区

長

 

七

 

区

長

 

六

 

区

長

 

五

 

区

長

 

四

 
区

長
 

 

港

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

（

平

成

四

年

港

区

条

例

第

四

十

三

号

）

に

よ

る

医

療

費

の

助

 

港

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

平

成

元

年

港

区

条

例

第

三

十

六

 

号

）

に

よ

る

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

港

区

女

性

福

祉

資

金

貸

付

条

例

（

昭

和

五

十

年

港

区

条

例

第

十

八

号

）

に

よ

る

資

金

の

貸

付

 

け

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

港

区

児

童

育

成

手

当

条

例

（

昭

和

四

十

六

年

港

区

条

例

第

三

十

号

）

に

よ

る

児

童

育

成

手

当

 

の

支

給

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

健

康

増

進

法

（

平

成

十

四

年

法

律

第

百

三

号

）

に

よ

る

健

康

増

進

事

業

に

加

え

て

区

が

実

施

 

す

る

健

康

増

進

に

係

る

事

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

高

齢

者

の

医

療

の

確

保

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

五

十

七

年

法

律

第

八

十

号

）

の

被

保

険

者

に

 

係

る

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

法

に

よ

る

保

護

等

に

加

え

て

実

施

す

る

援

護

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の
 

生

活

に

困

窮

す

る

外

国

人

に

対

す

る

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

 
に

よ

る

保

護

に

準

ず

る

措

置

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

在

宅

の

重

症

心

身

障

害

者

及

び

重

症

心

身

障

害

児

に

対

す

る

通

所

の

方

法

に

よ

り

行

う

支

援

 

事

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

に

よ

る

自

立

支

援

 

給

付

及

び

地

域

生

活

支

援

事

業

に

サ

ー

ビ

ス

を

付

加

す

る

事

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

 

規

則

で

定

め

る

も

の

 

律

第

百

二

十

三

号

）

に

よ

る

自

立

支

援

給

付

及

び

地

域

生

活

支

援

事

業

並

び

に

児

童

福

祉

法

 

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

に

よ

る

障

害

児

通

所

給

付

費

等

に

係

る

利

用

者

負

 

担

額

を

軽

減

す

る

事

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 



 
 

 

    

別

表

第

二

（

第

十

一

条

の

二

関

係

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

          

一

 

区

長

 

実

施

機

関

 

介

護

保

険

法

に

よ

る

保

険

給

付

 

に

係

る

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

者

負

 

担

額

を

助

成

し

、

又

は

軽

減

す

 

る

事

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

 

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

事

 
 

 
 

務

 

住

民

基

本

台

帳

法

（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

八

十

一

 

号

）

第

七

条

第

四

号

に

規

定

す

る

事

項

（

以

下

「

住

 

民

票

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

、

地

方

税

法

（

昭

和

 

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

そ

の

他

の

地

方

 

税

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

条

例

の

規

定

に

よ

り

算

 

定

し

た

税

額

若

し

く

は

そ

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

事

 

項

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

地

方

税

関

係

情

報

」

と

 

い

う

。

）

、

生

活

保

護

法

に

よ

る

保

護

の

実

施

若

し

 

く

は

就

労

自

立

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

情

報

（

以

 

下

「

生

活

保

護

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

、

中

国

残

 

留

邦

人

等

の

円

滑

な

帰

国

の

促

進

並

び

に

永

住

帰

国

 
し

た

中

国

残

留

邦

人

等

及

び

特

定

配

偶

者

の

自

立

の

 
支

援

に

関

す

る

法

律

（

平

成

六

年

法

律

第

三

十

号

）

 

に

よ

る

支

援

給

付

若

し

く

は

配

偶

者

支

援

金

の

支

給

 

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

 

付

等

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

、

生

活

に

困

窮

す

る

 

外

国

人

に

対

す

る

生

活

保

護

法

に

よ

る

保

護

に

準

ず

 

特

定

個

人

情

報

 

 

十

五

 
教

育

委

員

 

会

 

十

四
 

区

長

 

 

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

に

よ

る

就

学

に

必

要

な

経

費

の

援

助

に

 

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

港

区

立

住

宅

条

例

（

平

成

六

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

）

に

よ

る

区

立

住

宅

の

管

理

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

成

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 



 
 

 

                

三

 

区

長

 

二

 

区

長

 

 

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

 

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

 

め

の

法

律

に

よ

る

自

立

支

援

給

 

付

及

び

地

域

生

活

支

援

事

業

に

 

サ

ー

ビ

ス

を

付

加

す

る

事

業

に

 

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

 

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

 

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

 

め

の

法

律

に

よ

る

自

立

支

援

給

 
付

及

び

地

域

生

活

支

援

事

業

並

 
び

に

児

童

福

祉

法

に

よ

る

障

害

 

児

通

所

給

付

費

等

に

係

る

利

用

 

者

負

担

額

を

軽

減

す

る

事

業

に

 

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

 

で

定

め

る

も

の
 

 

住

民

票

関

係

情

報

、

障

害

者

関

係

情

報

、

障

害

者

総

 
合

支

援

法

関

係

情

報

又

は

介

護

保

険

給

付

等

関

係

情

 
報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

身

体

障

害

者

福

 

祉

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

八

十

三

号

）

に

 

よ

る

身

体

障

害

者

手

帳

、

精

神

保

健

及

び

精

神

障

害

 

者

福

祉

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

 

二

十

三

号

）

に

よ

る

精

神

障

害

者

保

健

福

祉

手

帳

若

 

し

く

は

知

的

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

三

十

五

年

法

律

 

第

三

十

七

号

）

に

い

う

知

的

障

害

者

に

関

す

る

情

報

 

（

以

下

「

障

害

者

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

、

障

害

 

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

 

る

た

め

の

法

律

に

よ

る

自

立

支

援

給

付

及

び

地

域

生

 

活

支

援

事

業

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

障

害

者

総

合

 

支

援

法

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

、

児

童

福

祉

法

に

 

よ

る

措

置

及

び

給

付

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

児

童

 

福

祉

法

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

又

は

介

護

保

険

給

 

付

等

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

る

措

置

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

外

国

人

生

活

保

護

 

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

又

は

介

護

保

険

法

に

よ

る

 

保

険

給

付

の

支

給

、

地

域

支

援

事

業

の

実

施

若

し

く

 

は

保

険

料

の

徴

収

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

介

護

保

 

険

給

付

等

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

て

区

規

 

則

で

定

め

る

も

の

 

 



 
 

 

                

八

 

区

長

 

七

 

区

長

 

六

 

区

長

 

五

 

区

長

 

四
 

区

長

 

 

港

区

女

性

福

祉

資

金

貸

付

条

例

 

港

区

児

童

育

成

手

当

条

例

に

よ

 

る

児

童

育

成

手

当

の

支

給

に

関

 

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で
 

定

め

る

も

の

 

高

齢

者

の

医

療

の

確

保

に

関

す

 

る

法

律

の

被

保

険

者

に

係

る

給

 

付

金

の

支

給

に

関

す

る

事

務

で

 

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

法

に

よ

る

保

護

等

に

 
加

え

て

実

施

す

る

援

護

に

関

す

 
る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の
 

在

宅

の

重

症

心

身

障

害

者

及

び

 

重

症

心

身

障

害

児

に

対

す

る

通

 

所

の

方

法

に

よ

り

行

う

支

援

事

 

業

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

 

規

則

で

定

め

る

も

の

 

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

障

害

者

関

 

係

情

報

、

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

、

児

童

福

 

祉

法

関

係

情

報

、

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

の

支

給

に

 

関

す

る

法

律

（

昭

和

三

十

九

年

法

律

第

百

三

十

四

号

）

 

に

よ

る

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

の

支

給

に

関

す

る

情

 

報

（

以

下

「

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

情

報

」

と

 
い

う

。

）

又

は

国

民

健

康

保

険

法

（

昭

和

三

十

三

年

 
法

律

第

百

九

十

二

号

）

に

よ

る

給

付

の

支

給

に

関

す

 

る

情

報

（

以

下

「

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

」

と

い

 

う

。

）

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

高

齢

者

の

医

療

の

確

保

に

関

す

る

法

律

に

よ

る

給

付

 

の

支

給

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

後

期

高

齢

者

医

療

 

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

 

る

も

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

障

害

者

関

係

情

 

報

、

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

、

介

護

保

険

給

 

付

等

関

係

情

報

又

は

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

で

あ

っ

 

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 

 



 
 

 

                

十

三

 

区

長

 

十

二

 

区

長

 

十

一

 

区

長

 

十

 

区

長

 

九

 
区

長
 

 

法

別

表

第

一

の

九

の

項

に

定

め

 

 

法

別

表

第

一

の

七

の

項

に

定

め

 

る

児

童

福

祉

法

に

関

す

る

事

務

 

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

 

の

 

港

区

立

住

宅

条

例

に

よ

る

区

立

 

住

宅

の

管

理

に

関

す

る

事

務

で

 

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

港

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

 
に

よ

る

医

療

費

の

助

成

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の
 

港

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

 

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

に

よ

 

る

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

事

 

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

 

も

の

 

に

よ

る

資

金

の

貸

付

け

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

 

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

 
留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

 

護

関

係

情

報

又

は

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

で

あ

っ

 

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

障

害

者

関

係

情

 

報

、

児

童

扶

養

手

当

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

二

 

百

三

十

八

号

）

に

よ

る

児

童

扶

養

手

当

の

支

給

に

関

 

す

る

情

報

（

以

下

「

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

」

と

 

い

う

。

）

又

は

港

区

児

童

育

成

手

当

条

例

に

よ

る

児

 

童

育

成

手

当

の

支

給

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

児

童

 

育

成

手

当

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

て

区

規

 

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

 

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

 

保

護

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

障

害

者

関

 

係

情

報

、

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

、

児

童

福

 

祉

法

関

係

情

報

、

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

情

報

 

又

は

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

 

則

で

定

め

る

も

の

 

 



 
 

 

                

十

八

 

区

長

 

十

七

 

区

長

 

十

六

 

区

長

 

十

五

 

区

長

 

十

四

 
区

長

 

 

法

別

表

第

一

の

四

十

一

の

項

に

 

定

め

る

老

人

福

祉

法

（

昭

和

三

 

十

八

年

法

律

第

百

三

十

三

号

）

 

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

 

 

法

別

表

第

一

の

三

十

七

の

項

に

 

定

め

る

児

童

扶

養

手

当

法

に

関

 

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

三

十

の

項

に

定

 

め

る

国

民

健

康

保

険

法

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

十

九

の

項

に

定

 

め

る

公

営

住

宅

法

（

昭

和

二

十

 

六

年

法

律

第

百

九

十

三

号

）

に

 

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

 

で

定

め

る

も

の
 

法

別

表

第

一

の

十

六

の

項

に

定

 

め

る

地

方

税

法

そ

の

他

の

地

方

 

税

に

関

す

る

法

律

及

び

こ

れ

ら

 

の

法

律

に

基

づ

く

条

例

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 
め

る

も

の

 
る

児

童

福

祉

法

に

関

す

る

事

務

 

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

 

の

 

地

方

税

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

 

関

係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

障

害

者

 

関

係

情

報

、

介

護

保

険

給

付

等

関

係

情

報

又

は

国

民

 

健

康

保

険

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

 

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

 

る

も

の

 

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

 

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

 

保

護

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

 

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

 

護

関

係

情

報

、

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

又

は

児

童

 

育

成

手

当

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

 

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

 

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

障

害

者

関

係

情

 

報

、

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

又

は

国

民

健

康

保

険

 

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 



 
 

 

                

二

十

四

 

区

長

 

二

十

三

 

区

長

 

二

十

二

 

区

長

 

二

十

一

 

区

長

 

二

十

 

区

長

 

十

九
 

区

長

 

 

法

別

表

第

一

の

五

十

九

の

項

に

 

法

別

表

第

一

の

四

十

九

の

項

に

 

定

め

る

母

子

保

健

法

（

昭

和

四

 

十

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

に

 

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

 

で

定

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

四

十

七

の

項

に

 

定

め

る

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

 

の

支

給

に

関

す

る

法

律

に

関

す
 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定
 

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

四

十

六

の

項

に

 

定

め

る

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

 

の

支

給

に

関

す

る

法

律

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

四

十

五

の

項

に

 

定

め

る

母

子

及

び

父

子

並

び

に

 
寡

婦

福

祉

法

に

関

す

る

事

務

で

 
あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

四

十

三

の

項

に

 

定

め

る

母

子

及

び

父

子

並

び

に

 

寡

婦

福

祉

法

（

昭

和

三

十

九

年

 

法

律

第

百

二

十

九

号

）

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の

 

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 
関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 
報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

又

は

国

民

健

康

保

 

険

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

障

害

者

関

 

係

情

報

、

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

又

は

老

人

 

福

祉

法

に

よ

る

施

設

入

所

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

 

老

人

福

祉

法

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

て

区

 

規

則

で

定

め

る

も

の

 

障

害

者

関

係

情

報

又

は

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

で

 

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

障

害

者

関

係

情

 

報

又

は

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

 

で

定

め

る

も

の

 

の

 

 



 
 

 

         

別

表

第

三

（

第

十

五

条

の

二

関

係

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

二

十

六

 

区

長

 

二

十

五

 

区

長

 

 

法

別

表

第

一

の

七

十

の

項

に

定

 
め

る

感

染

症

の

予

防

及

び

感

染

 

症

の

患

者

に

対

す

る

医

療

に

関

 

す

る

法

律

（

平

成

十

年

法

律

第

 

百

十

四

号

）

に

関

す

る

事

務

で

 

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

六

十

八

の

項

に

 

定

め

る

介

護

保

険

法

に

関

す

る

 

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

 

る

も

の

 

定

め

る

高

齢

者

の

医

療

の

確

保

 

に

関

す

る

法

律

に

関

す

る

事

務

 

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

 

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 

等

関

係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

国

民

 

健

康

保

険

関

係

情

報

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

 

報

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

 

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

 

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

国

民

健

康

保

険

 

関

係

情

報

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

報

で

あ

っ

 

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

等

関

係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

障

害

 

者

関

係

情

報

又

は

介

護

保

険

給

付

等

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 

二

 

教

育

委

員

会

 

一

 

区

長

 

情

報

照

会

機

関

 

学

校

教

育

法

に

よ

る

就

学

に

 

生

活

に

困

窮

す

る

外

国

人

に

 

対

す

る

生

活

保

護

法

に

よ

る

 

保

護

に

準

ず

る

措

置

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の

 

事

 
 

 
 

務

 

区

長

 

教

育

委

員

会

 

情

報

提

供

機

関

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

 

学

校

保

健

安

全

法

（

昭

和

三

十

三

 

年

法

律

第

五

十

六

号

）

に

よ

る

医

 

療

に

要

す

る

費

用

に

つ

い

て

の

援

 

助

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

学

校

 

保

健

安

全

法

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

 

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

特

定

個

人

情

報

 

 



              
 

 

  
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

八

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

五

 

区

長

 

四

 

教

育

委

員

会

 

三

 

区

長
 

 

法

別

表

第

一

の

六

十

三

の

項

 

に

定

め

る

中

国

残

留

邦

人

等

 

の

円

滑

な

帰

国

の

促

進

並

び

 

に

永

住

帰

国

し

た

中

国

残

留
 

邦

人

等

及

び

特

定

配

偶

者

の
 

自

立

の

支

援

に

関

す

る

法

律

 

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

 

規

則

で

定

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

二

十

七

の

項

 
に

定

め

る

学

校

保

健

安

全

法

 

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

 

規

則

で

定

め

る

も

の

 

法

別

表

第

一

の

十

五

の

項

に

 

定

め

る

生

活

保

護

法

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の

 

必

要

な

経

費

の

援

助

に

関

す

 

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の

 

教

育

委

員

会

 

区

長

 

教

育

委

員

会

 

 

学

校

保

健

安

全

法

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

住

民

票

関

係

情

報

、

地

方

税

関

係

 

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

外

 

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

児

童

 

福

祉

法

関

係

情

報

又

は

児

童

扶

養

 

手

当

関

係

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

 

で

定

め

る

も

の

 

学

校

保

健

安

全

法

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

外

 

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

又

は

児

 

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

で

あ

っ

て

 

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 



（

説 

明

） 

 
行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法 

律

第

二

十

七

号

）

に

基

づ

き

、

区

に

お

け

る

個

人

番

号

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

事

務

等

を

定

め

る

た

め

、 

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


